
 

事 務 連 絡 

令和６年９月 27 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 12） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

いたします。 
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（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 
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事  務  連  絡 

令和６年９月 27 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その12） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 57 号）等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３

月５日保医発 0305 第４号）等により、令和６年６月１日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、

本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 
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（別添） 

医－1 

 

医科診療報酬点数表関係 

 

【看護補助体制充実加算】 

問１ 「Ａ１０３」精神病棟入院基本料又は「Ａ１０４」特定機能病院入院基

本料（精神病棟）を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行

った日についても、「Ａ２１４」看護補助加算の注４の看護補助体制充実

加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。 

（答）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）の

規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。 

 

【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】 

問２ 「Ａ１０８」有床診療所入院基本料の注３に規定する有床診療所在宅患

者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「疑義解釈資料

の送付について（その１）」（令和６年３月 28 日事務連絡）別添１の問 36

において、「意思決定に対する支援が必要な患者であって、医師の医学的

判断によるもの」とされているところであるが、ここでいう「意思決定に

対する支援」とは、人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意

思決定の支援に限られるのか。 

（答）ここでいう「意思決定に対する支援」は、患者の年齢や疾患に応じて行わ

れるものであり、必ずしも人生の最終段階における医療・ケアの決定に関す

る意思決定の支援に限られるものではない。患者の年齢や疾患に関わらず、

医師の医学的判断により、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等

の意思決定に対する支援が必要な患者に対して支援を行うことで算定でき

る。 

 

【注射薬】 

問３ レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザーが供給停止となる予定だが、

420mg の１回投与を行う場合はレパーサ皮下注 140mg ペン 3本としてよい

か。 

（答）差し支えない。 
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